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「グローバル・イノベーショ
ン・インデックス 2020年版」
の発表

グ ロ ー バ ル ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン に 対 す る 2 0 1 9

年 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ C O V I D - 1 9 ） パ ン

デ ミ ッ ク の 予 期 さ れ る 影 響 ; 年 間 ラ ン キ ン グ

の 上 位 に ス イ ス 、 ス ウ ェ ー デ ン 、 米 国 、 英 国 、

オ ラ ン ダ が ラ ン ク イ ン ; 中 国 は 1 4 位 を キ ー プ

し 、 引 き 続 き 中 所 得 経 済 体 の ト ッ プ を 維 持 。

「 2 0 2 0 年 グ ロ ー バ ル ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ イ ン

デ ッ ク ス 」 は 、 W I P O 、 米 国 コ ー ネ ル 大 学 、

I N S E A D 及 び 2 0 2 0 G I I ナ レ ッ ジ パ ー ト ナ ー

ズ で あ る イ ン ド 工 業 連 合 会 、

3 D E X P E R I E N C E カ ン パ ニ ー ダ ッ ソ ー ・ シ ス

テ ム ズ 、 ブ ラ ジ ル 全 国 工 業 連 盟 ( C N I ) に よ

り 共 同 発 表 さ れ る も の で あ る 。

グ ロ ー バ ル ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ イ ン デ ッ ク ス

2 0 2 0 年 版 に よ る と 、 2 0 1 9 年 コ ロ ナ ウ イ ル ス

感 染 症 （ C O V I D - 1 9 ） の パ ン デ ミ ッ ク は 世 界

的 な イ ノ ベ ー シ ョ ン の 長 期 的 発 展 を 深 刻 に

圧 迫 し て お り 、 一 部 の 革 新 的 な 活 動 を 妨 げ

て い る 一 方 で 、 他 の 分 野 、 特 に 衛 生 部 署 に

お け る 創 意 工 夫 を 促 進 す る 可 能 性 が あ る 。

グ ロ ー バ ル ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ イ ン デ ッ ク ス

に 示 す よ う に 、 関 連 イ ノ ベ ー シ ョ ン 能 力 と 成

果 に 関 す る 世 界 経 済 体 の 年 間 ラ ン キ ン グ に

お い て 、 上 位 の 国 々 は 毎 年 安 定 し て い る 。

そ の 一 方 で 、 特 に 中 国 、 イ ン ド 、 フ ィ リ ピ ン 、

ベ ト ナ ム な ど の ア ジ ア 経 済 体 が 年 に 追 っ て

イ ノ ベ ー シ ョ ン ラ ン キ ン グ を 上 げ る に つ れ て 、

イ ノ ベ ー シ ョ ン の 中 心 地 が 徐 々 に 東 洋 へ と

移 り つ つ あ る 。

ト ッ プ 1 0 は そ れ ぞ れ ス イ ス 、 ス ウ ェ ー デ ン 、

米 国 、 英 国 、 オ ラ ン ダ 、 デ ン マ ー ク 、 フ ィ ン ラ

ン ド 、 シ ン ガ ポ ー ル 、 ド イ ツ 、 韓 国 で あ り 、 韓

国 が 初 め て ト ッ プ 1 0 に 加 わ っ た 2番 目 の ア ジ

ア 経 済 体 （ シ ン ガ ポ ー ル が 第 8 位 を 占 め る ）

と な っ た 。 高 所 得 国 が 上 位 1 0 位 を 占 め て い

る 。 中 国 は 第 1 4 位 で 、 引 き 続 き 上 位 3 0 位 内

で の 唯 一 の 中 所 得 国 で あ る 。

2 0 2 0 年 世 界 イ ノ ベ ー シ ョ ン ラ ン キ ン グ ： ス

イ ス （ 2 0 1 9 年 第 1 位 ） 、 ス ウ ェ ー デ ン ( 2 ) 、 ア

メ リ カ 合 衆 国 ( 3 ) 、 イ ギ リ ス ( 5 ) 、 オ ラ ン ダ

( 4 ) 、 デ ン マ ー ク ( 7 ) 、 フ ィ ン ラ ン ド ( 6 ) 、 シ

ン ガ ポ ー ル ( 8 ) 、 ド イ ツ ( 9 ) 、 韓 国 ( 1 1 ) 、 香

港 ( 中 国 ) ( 1 3 ) 、 フ ラ ン ス ( 1 6 ) 、 イ ス ラ エ ル

( 1 0 ) 、 中 国 ( 1 4 ) 、 ア イ ル ラ ン ド ( 1 2 ) 、 日 本

( 1 5 ) 、 カ ナ ダ ( 1 7 ) 、 ル ク セ ン ブ ル ク ( 1 8 ) 、

オ ー ス ト リ ア ( 2 1 ) 、 ノ ル ウ ェ ー ( 1 9 ) 。

イ ノ ベ ー シ ョ ン へ の 投 入 と 産 出 の 2 大 核 心

指 標 の 面 で 、 中 国 は 昨 年 と 同 じ よ う に 素 晴 ら

し い 成 績 を 収 め て い る 。 中 国 は 第 2 6 位 の イ

ノ ベ ー シ ョ ン 投 入 で 、 第 6 位 の イ ノ ベ ー シ ョ ン

産 出 を 創 造 し 、 そ の イ ノ ベ ー シ ョ ン 成 果 は オ

ラ ン ダ 、 英 国 、 米 国 な ど の 高 所 得 経 済 体 に

迫 る 。

特 許 、 商 標 、 工 業 意 匠 等 の 知 的 財 産 権 指

標 に お い て 、 中 国 は 引 き 続 き 世 界 ト ッ プ の 地

位 を 維 持 し て お り 、 生 産 性 の 増 加 、 ク リ エ イ

テ ィ ブ 製 品 の 輸 出 な ど の 複 数 の 指 標 に お い

て 世 界 ト ッ プ 3 を 占 め て い る 。 同 時 に 、 研 究

開 発 投 入 、 市 場 完 成 度 な ど の 面 で 中 国 は い

ず れ も 順 位 を 上 げ て い る 。 グ ロ ー バ ル ブ ラ ン

ド 価 値 指 標 に お い て 、 中 国 は 予 想 を 上 回 り

第 1 7 位 で あ る 。 世 界 ト ッ プ の 5 0 0 0 ブ ラ ン ド

の う ち 4 0 8の ブ ラ ン ド が 中 国 由 来 で あ り 、 そ

の 総 額 は 1 6兆 ド ル に 達 し 、 そ の う ち 9の ブ ラ
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ン ド が 世 界 ト ッ プ 2 5 に 入 っ て い る 。

注 目 す べ き は 、 中 所 得 国 経 済 体 に お け る

中 国 の イ ノ ベ ー シ ョ ン の 質 は 8 年 連 続 で 1 位

を 維 持 し て い る 。 大 学 に お け る イ ノ ベ ー シ ョ

ン の 質 の 面 で 、 中 国 は 第 3 位 で 、 清 華 大 学 、

北 京 大 学 、 復 旦 大 学 が 世 界 大 学 ラ ン キ ン グ

の ト ッ プ 5 0 に 入 っ た 。 イ ノ ベ ー シ ョ ン の 国 際

化 に お い て も 、 中 国 は 優 れ た 実 績 を 上 げ て

お り 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン の 質 の 得 点 に お い て 中

国 の フ ァ ミ リ ー 特 許 は 1 0 % を 占 め て お り 、 中

所 得 経 済 体 の 平 均 4 % の 水 準 を は る か に 上

回 っ て い る 。 世 界 ト ッ プ の 科 学 技 術 ク ラ ス タ

ー の う ち 、 1 7 が 中 国 に 位 置 し て お り 、 中 国 は

引 き 続 き 新 興 市 場 と 発 展 途 上 経 済 体 を 率 い

て 世 界 イ ノ ベ ー シ ョ ン の 溝 を 埋 め る 見 通 り で

あ る 。

情報出所:世界知的所有権機関

陳微（チェン・ウェイ）院士チ
ームの新型コロナウイルスワ
クチが特許取得

8 月 1 1 日 、 国 家 知 的 財 産 権 局 は 、 出 願 人

で あ る 中 国 人 民 解 放 軍 軍 事 科 学 院 軍 事 医

学 研 究 院 及 び 康 希 諾 生 物 股 分 有 限 公 司 が

2 0 2 0 年 3 月 1 8 日 に 提 出 し た 出 願 番 号

2 0 2 0 1 0 1 9 3 5 8 7 . 8 「 ヒ ト 複 製 欠 陥 ア デ ノ ウ

イ ル ス を ベ ク タ ー と す る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

組 換 え ワ ク チ ン 」 と い う 発 明 特 許 出 願 に 対 し

て 発 明 特 許 授 与 通 知 書 を 発 行 し た 。

こ の 発 明 特 許 の 発 明 者 の 一 人 は 、 「 人 民

英 雄 」 国 家 栄 誉 称 号 を 授 与 さ れ た ば か り の

軍 事 科 学 院 軍 事 医 学 研 究 院 研 究 員 の 陳 薇

院 士 で あ る 。 コ ロ ナ ウ イ ル ス 襲 来 時 、 陳 微 院

士 は 絶 体 絶 命 の 危 機 を 立 ち 向 か い 、 科 学 研

究 の 難 関 攻 略 と 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 肺 炎 予

防 ・ 抑 制 の 指 導 任 務 を 執 行 す る た め に 武 漢

に 赴 い た 。 今 回 の ワ ク チ ン 特 許 出 願 が 権 利

化 に な っ た の は 、 ま さ に 陳 微 院 士 と そ の チ ー

ム の 重 要 な 成 果 の 一 つ で あ る 。 1 月 2 6 日 か

ら 重 大 な 責 任 背 負 い 武 漢 で ワ ク チ ン 研 究 開

発 の 難 関 攻 略 を 展 開 し て 以 来 、 陳 薇 チ ー ム

は わ ず か 2 0 日 余 り で 成 果 を 収 め 、 3 月 1 8 日

に 中 国 特 許 を 出 願 し た 。

「 特 許 優 先 審 査 管 理 弁 法 」 （ 国 家 知 識 産

権 局 令 第 7 6 号 ） の 規 定 に よ る と 、 国 の 利 益

又 は 公 共 の 利 益 に と っ て 重 要 な 意 義 が あ り 、

優 先 審 査 の 必 要 が あ る 特 許 出 願 は 優 先 審

査 を 請 求 す る こ と が で き る 。 今 年 2 月 1 5 日 、

国 家 市 場 監 督 管 理 総 局 、 国 家 薬 品 監 督 管

理 局 、 国 家 知 識 産 権 局 は 「 復 工 復 産 1 0 条 」

を 発 表 し 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 肺 炎 の 防 止

に 関 わ る 特 許 出 願 、 商 標 登 録 出 願 に つ い て 、

請 求 に 基 づ き 優 先 審 査 す る こ と を 明 確 に し

た 。 こ の ワ ク チ ン 特 許 は 、 出 願 の 受 理 か ら 権

利 付 与 通 知 書 の 発 行 ま で に 5 ヶ 月 足 ら ず し

か か か ら な か っ た 。

情報出所:中国国家知的財産権局

中国国家知的財産権局PPH
請求データの統計

2 0 1 9 年 1 2 月 ま で 、 中 国 国 家 知 的 財 産 権

局 は 2 8 の 国 又 は 地 域 の 知 的 財 産 権 局 又 は

特 許 局 と 特 許 審 査 高 速 道 路 ( P P H ) 試 行 プ ロ

ジ ェ ク ト を 開 始 し た 。 こ れ ら の 国 と 地 域 は 、

米 国 、 ド イ ツ 、 ロ シ ア 、 フ ィ ン ラ ン ド 、 デ ン マ

ー ク 、 メ キ シ コ 、 オ ー ス ト リ ア 、 韓 国 、 ポ ー ラ
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ン ド 、 カ ナ ダ 、 シ ン ガ ポ ー ル 、 ポ ル ト ガ ル 、 ス

ペ イ ン 、 英 国 、 ス ウ ェ ー デ ン 、 イ ス ラ エ ル 、 ハ

ン ガ リ ー 、 エ ジ プ ト 、 チ リ 、 チ ェ コ 、 ユ ー ラ シ

ア 特 許 庁 、 マ レ ー シ ア 、 ア イ ス ラ ン ド 、 ア ル

ゼ ン チ ン 、 日 本 / 日 米 欧 中 韓 を 含 む 五 大 特

許 庁 会 合 （ I P 5 ） 、 ブ ラ ジ ル 、 ノ ル ウ ェ ー で あ

る 。

中 国 国 家 知 的 財 産 権 局 が 提 供 し た P P H デ

ー タ の 統 計 に よ る と 、 2 0 1 9 年 1 2 月 末 ま で 、

当 局 は 合 計 3 7 , 2 6 5 件 の P P H 請 求 を 受 け て

お り 、 そ の う ち 通 常 型 P P H 請 求 が 2 7 , 4 4 8 件 、

P C T - P P H請 求 が 9 , 8 1 7件 含 ま れ る 。

出 願 人 が 日 本 特 許 庁 、 米 国 特 許 商 標 庁 、

欧 州 特 許 庁 、 韓 国 知 的 財 産 権 庁 、 ド イ ツ 特

許 商 標 庁 、 英 国 知 的 財 産 権 庁 の 業 務 結 果 を

使 用 し た の は そ れ ぞ れ 合 計 で 、 1 6 , 4 2 3 件 、

1 2 , 4 6 1 件 、 4 , 6 9 7 件 、 2 , 4 1 6 件 、 3 6 0 件 、

2 0 2件 で あ る 。

中 国 国 家 知 的 財 産 権 局 に P P H 請 求 を 提 出

し て か ら 、 1 回 目 の 審 査 意 見 が 出 さ れ る ま で

の 期 間 は 平 均 2 . 3 ヶ 月 で あ り 、 権 利 付 与 又

は 拒 絶 査 定 ま で の 期 間 は 平 均 1 0 . 3 ヶ 月 で

あ り 、 平 均 1回 の 審 査 意 見 が 出 さ れ た 。

各 国 の 国 家 特 許 局 が 提 供 し た P P H デ ー タ

の 統 計 に よ る と 、 中 国 国 家 知 的 財 産 権 局 の

業 務 結 果 を 用 い て P P H 請 求 を 提 出 し た の は

合 計 8 , 3 5 3 件 で あ る 。 そ の う ち 、 米 国 特 許

商 標 庁 、 欧 州 特 許 庁 、 日 本 特 許 庁 及 び 韓 国

知 的 財 産 権 庁 に P P H を 請 求 し た の は そ れ ぞ

れ 5 , 2 4 5 件 、 8 0 5 件 、 7 6 7 件 と 6 5 0 件 で あ り 、

そ の 他 が ド イ ツ に 7 6 件 、 英 国 に 9 4 件 で あ っ

た 。

情報出所：中国国家知的財産権局/日本特許庁サイト

『 著 作 権 法 』 改 正 案 （ 草 案 ）
が第二審へ

8 月 8 日 、 「 中 華 人 民 共 和 国 著 作 権 法 改 正

案 （ 草 案 ） 」 （ 以 下 、 草 案 と い う ） が 第 2 回 審

議 の た め に 全 国 人 民 代 表 大 会 常 務 委 員 会

会 議 に 提 出 さ れ た 。 草 案 第 二 審 稿 で は 、 作

品 の 定 義 と 類 型 を 完 備 さ せ 、 権 利 を 濫 用 し

て 作 品 の 正 常 な 伝 播 に 影 響 を 与 え て は な ら

な い こ と 及 び そ れ に 関 す る 法 的 責 任 の 規 定

を 削 除 し 、 視 聴 覚 作 品 に 係 る 著 作 権 の 分 類

保 護 に 関 す る 関 連 規 定 を 追 加 す る な ど 、 複

数 の 法 治 ホ ッ ト イ シ ュ ー に 逐 一 応 え た 。

具 体 的 に 、 草 案 第 二 審 稿 で は 、 作 品 の 定

義 及 び 類 型 を 更 に 完 備 さ せ 、 「 本 法 に い う 作

品 と は 、 文 学 、 芸 術 及 び 科 学 等 の 分 野 内 に

お け る 独 創 性 を 有 し 、 あ る 種 の 形 式 で 表 現

で き る 知 的 活 動 の 成 果 で あ る 」 に 修 正 し た 。

視 聴 覚 作 品 保 護 の 強 化 に お い て 、 草 案 第

二 審 稿 は 、 第 一 審 稿 を 基 に 視 聴 覚 作 品 の 著

作 権 帰 属 の 区 分 の 仕 方 を 示 し た 。 例 え ば 、

草 案 第 二 審 稿 で は 、 「 映 画 作 品 、 テ レ ビ ド ラ

マ 作 品 」 を 基 に 、 そ の 他 の 視 聴 覚 作 品 が 「 共

同 作 品 又 は 職 務 作 品 を 構 成 す る 場 合 、 著 作

権 の 帰 属 は 本 法 の 関 連 規 定 に よ り 確 定 す る 。

共 同 作 品 又 は 職 務 作 品 を 構 成 し な い 場 合 、

著 作 権 の 帰 属 は 製 作 者 と 著 作 者 が 約 定 し 、

約 定 が な い 又 は 約 定 が 不 明 確 な 場 合 、 製 作

者 が 享 有 す る が 、 著 作 者 は 氏 名 表 示 権 及 び

報 酬 取 得 権 を 享 有 す る 。 製 作 者 が 本 項 に 規

定 さ れ た 視 聴 覚 作 品 を 契 約 で 約 定 し た 範 囲

又 は 業 界 慣 例 を 超 え て 使 用 す る 場 合 、 著 作

者 の 許 諾 を 取 得 し な け れ ば な ら な い 。 」 と の

規 定 を 追 加 し た 。
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ま た 、 著 作 権 濫 用 の 問 題 に つ い て 、 草 案

第 二 審 稿 は 『 民 法 典 』 、 『 独 占 禁 止 法 』 等 の

法 律 と の 整 合 を 重 視 し 、 草 案 第 一 審 稿 に お

け る 「 権 利 を 濫 用 し て 作 品 の 正 常 な 伝 達 に

影 響 を 与 え て は な ら な い 」 と い う 表 現 及 び そ

れ に 関 連 す る 法 的 責 任 の 規 定 を 削 除 し た 。

同 時 に 、 著 作 権 と 公 共 の 利 益 と の よ り 良 い

バ ラ ン ス を 保 つ た め に 、 草 案 第 二 審 稿 で は 、

著 作 権 者 の 許 諾 を 得 ず 、 か つ 報 酬 を 支 払 わ

ず に 関 連 作 品 を 合 理 的 に 使 用 す る 法 定 の 範

囲 を 適 度 に 拡 大 す る 予 定 で あ る 。

情報出所：中国知的財産権報

『 特 許 法 改 正 案 』 ： 意 匠 保
護 を 強 化 、 「 マ イ ク ロ イ ノ ベ ー
ション」を引き出す

目 ま ぐ る し く 変 化 す る イ ン タ ー ネ ッ ト 時 代

に お い て 、 「 マ イ ク ロ イ ノ ベ ー シ ョ ン 」 は 業 界

変 革 を こ じ 開 け る 新 た な 支 点 と な り つ つ あ る

が 、 イ ノ ベ ー タ ー は 特 許 保 護 が 難 し い と い う

苦 境 に 直 面 し て い る 。 中 国 の 『 特 許 法 改 正

案 』 に 新 た に 追 加 さ れ た 部 分 意 匠 特 許 制 度

は 、 こ の よ う な 難 題 の 「 タ ー ミ ネ ー タ ー 」 と

な っ た 。

改 正 案 第 2 条 は 「 意 匠 と は 、 製 品 の 全 体 又

は 部 分 的 な 形 状 、 図 案 又 は そ の 結 合 及 び 色

彩 と 形 状 、 図 案 の 結 合 に 対 し て 行 わ れ 、 優

れ た 外 観 を 備 え 、 か つ 工 業 へ の 応 用 に 適 し

た 新 た な 設 計 を 指 す 。 」 と 規 定 し て い る 。 今

回 の 改 正 の 重 点 は 「 全 体 又 は 部 分 的 … 」 条

項 が 追 加 さ れ た こ と に あ り 、 こ れ は 部 分 意 匠

イ ノ ベ ー シ ョ ン が 特 許 法 の 保 護 範 囲 に 取 り

入 れ ら れ た こ と を 意 味 す る 。

部 分 的 保 護 は 切 実 な 要 望

近 年 、 中 国 企 業 の 意 匠 設 計 レ ベ ル は 徐 々

に 上 が り 、 製 品 の 市 場 競 争 力 の 向 上 に 大 き

く 寄 与 し て い る 。 製 品 全 体 の 革 新 的 な デ ザ イ

ン と は 別 に 、 部 分 意 匠 は 製 品 デ ザ イ ン の 重

要 な 方 式 に な り つ つ あ る 。

部 分 意 匠 と は わ か り や す く 言 え ば 、 例 え ば

グ ラ ス カ ッ プ の 口 、 電 子 レ ン ジ の ノ ブ な ど 、

製 品 の あ る 部 分 に 対 し て 作 ら れ た 新 た な デ

ザ イ ン で あ る 。 部 分 意 匠 の 保 護 は 全 体 意 匠

保 護 に 対 す る 拡 張 で あ る が 、 製 品 デ ザ イ ン

の い か な る 部 分 も 部 分 意 匠 の 保 護 客 体 と な

れ る わ け で は な い 。

早 く も 1 9 7 6 年 に 米 国 で は 部 分 意 匠 保 護 制

度 を 確 立 し て お り 、 そ の 後 、 日 本 、 韓 国 、 E U

等 の 国 及 び 地 域 に 相 次 い で 導 入 さ れ た 。 中

国 の 第 4 回 『 特 許 法 』 改 正 で こ の 制 度 が 追 加

さ れ た の は 、 ま さ に 部 分 意 匠 の 保 護 に 対 す

る イ ノ ベ ー タ ー の 差 し 迫 っ た ニ ー ズ を 満 た す

た め で あ る 。

部 分 意 匠 保 護 制 度 に 対 す る グ ラ フ ィ カ ル ユ

ー ザ イ ン タ フ ェ ー ス ( G U I ) 業 界 の イ ノ ベ ー タ

ー の ニ ー ズ は 非 常 に 切 迫 し て い る 。 近 年 、

G U I 分 野 に お け る モ バ イ ル イ ン タ ー ネ ッ ト 企

業 の イ ノ ベ ー シ ョ ン は 非 常 に 活 発 で あ り 、 中

国 の 関 連 現 行 法 律 の 規 定 に よ れ ば 、 G U I は

特 定 の 製 品 と 結 合 し て 、 全 体 と し て 保 護 し な

け れ ば な ら な い 。 そ れ で 、 多 く の 部 分 的 イ ノ

ベ ー シ ョ ン が 意 匠 特 許 の 保 護 客 体 か ら 除 外

さ れ て い る 。 も し 部 分 意 匠 保 護 制 度 が 施 行

さ れ れ ば 、 デ ザ イ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン に 対 し て

大 き な 促 進 作 用 を 果 た す こ と に 間 違 い な い

で あ ろ う 。 こ の 制 度 は 国 際 と の 同 調 を 満 た す

だ け で な く 、 当 面 の 経 済 、 技 術 発 展 の 客 観

2 0 2 0 年 1 0 月 | 季 刊

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌6

業界 観察



的 需 要 に も 順 応 し て い る 。 出 願 人 は 異 な る

製 品 の 全 体 形 態 と 部 分 デ ザ イ ン と の 異 な る

組 合 せ 方 式 に つ い て 複 数 の 意 匠 特 許 を 出 願

し な く て す み 、 パ テ ン ト 配 置 の コ ス ト を 低 減

す る の に 有 利 で あ る 。 さ ら に 重 要 な の は 、 こ

の 制 度 は 侵 害 者 が 他 人 の 部 分 設 計 要 点 を

盗 作 す る 等 の 問 題 を 効 果 的 に 解 決 す る こ と

が で き 、 侵 害 行 為 の 発 生 を 抑 え る の に 役 立

つ 。 こ れ に よ っ て 、 秩 序 あ る 市 場 競 争 を 維 持

し 、 良 好 な イ ノ ベ ー シ ョ ン 環 境 の 育 成 に 有 利

で あ る 。

保 護 期 間 は 世 界 と 同 調

「 意 匠 特 許 権 の 存 続 期 間 は 1 5 年 で あ る 。 」

と 現 行 の 『 特 許 法 』 に 比 べ て 、 改 正 案 は 意 匠

特 許 の 保 護 期 間 を 5 年 延 長 し た 。 こ れ は 、 中

国 が 「 意 匠 の 国 際 登 録 に 関 す る ハ ー グ 協 定

（ ジ ュ ネ ー ブ 文 書 ） 」 （ 以 下 、 ハ ー グ 協 定 と い

う ） に 加 盟 す る た め の 準 備 を し て い る と 考 え

ら れ る 。 現 在 、 ハ ー グ 協 定 で は 意 匠 の 国 際

登 録 体 系 が 確 立 さ れ て お り 、 国 際 登 録 が 既

に 更 新 さ れ て い る 場 合 に は 、 指 定 さ れ た 締

約 国 の 保 護 期 間 は 少 な く と も 国 際 登 録 日 か

ら 起 算 し て 1 5年 と 規 定 さ れ て い る 。

保 護 期 間 の 延 長 は 知 的 財 産 権 の 保 護 を 強

化 す る 措 置 の 一 つ で あ る 。 一 定 の 特 徴 を 有

す る 部 分 意 匠 は 通 常 、 比 較 的 に 長 い ラ イ フ

サ イ ク ル を 有 し 、 例 え ば 、 自 動 車 、 家 庭 用 電

気 製 品 又 は 日 用 品 上 の 顕 著 な デ ザ イ ン 特 徴

を 有 す る 一 部 の 部 品 は 、 一 般 的 に 比 較 的 に

長 い 製 品 寿 命 を 有 す る 。 そ の た め 、 権 利 者

に 合 理 的 な 保 護 期 間 を 与 え て こ そ 、 イ ノ ベ ー

タ ー と 社 会 公 衆 と の 間 の 利 益 の よ り 良 い バ

ラ ン ス を 図 る る こ と が で き る 。

部 分 意 匠 保 護 制 度 の 増 設 、 意 匠 特 許 の 保

護 期 間 の 延 長 等 今 回 の 改 正 の 関 連 条 項 は 、

中 国 の 意 匠 保 護 制 度 を 日 増 し に 整 備 し 、 意

匠 の 保 護 範 囲 を 広 げ 、 デ ザ イ ン イ ノ ベ ー シ ョ

ン へ の 保 護 を 強 化 す る の に 役 立 ち 、 イ ノ ー

ベ タ ー の 権 利 侵 害 へ の 心 配 を 減 ら し 、 イ ノ

ベ ー シ ョ ン に 専 念 さ せ る 効 果 が 期 待 さ れ る 。

情報出所:中国知的財権報

中国科学院がインテルＦｉｎ
ＦＥＴを訴えた特許権侵害案
件の最新状況

先 日 、 国 家 知 的 財 産 権 局 特 許 局 復 審 及 び

無 効 審 理 部 （ 以 下 、 「 復 審 及 び 無 効 審 理 部 」

と い う ） は 、 特 許 登 録 番 号 201110240931.5の 発

明 特 許 （ 以 下 、 「 係 争 特 許 」 と い う ） に 係 る 無

効 審 判 請 求 案 件 の 口 頭 審 理 を 行 っ た 。 本 件

の 請 求 人 は イ ン テ ル （ 中 国 ） 有 限 公 司 （ Intel

China Ltd. ） （ 以 下 、 イ ン テ ル と い う ） で あ り 、 特

許 権 者 は 中 国 科 学 院 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク

ス 研 究 所 （Institute of Microelectronics of the

C h i n e s e A c a d emy o f S c i e n c e s、 IMECA S）

（ 以 下 、 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 所 と い う ）

で あ る 。 こ の ニ ュ ー ス は 双 方 間 の 賠 償 額 2 億

元 の特 許 権 侵 害 案 件 に 関 わ る た め 、 業 界 の

注 目 を 集 め て い る 。

2 億 元 を 訴 求 さ れ た イ ン テ ル は 何 度 も 無 効

審 判 を 請 求 し た 。

FinFET（Fin Field‐Effect Transistor）と は 、 ゲ ー ト が

チ ャ ネ ル の 2 面 、 3 面 、 4 面 ま た は チ ャ ネ ル を

包 む よ う に 位 置 し ダ ブ ル ゲ ー ト 構 造 を 形 成 し

て い る 基 板 上 に 作 ら れ た MOSFETで あ り 、 集

積 回 路 の 製 造 に 広 く 使 わ れ て い る 。 係 争 特
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許 の 名 称 は 「 半 導 体 部 品 構 造 及 び そ の 製 造

方 法 、 並 び に 半 導 体 フ ィ ン の 製 造 方 法 」 で あ

り 、 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 所 が 2 0 1 1 年 8

月 2 2日 に 特 許 を 出 願 し た も の で あ る 。

イ ン テ ル Coreシ リ ー ズ ・ プ ロ セ ッ サ ー が 係 争

特 許 の 特 許 権 を 侵 害 し て い る と し て 、 2 0 1 8

年 2 月 、 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 所 は イ ン テ

ル 、 デ ル （ 中 国 ） 有 限 公 司 及 び 北 京 京 東 世

紀 信 息 技 術 有 限 公 司 を 北 京 市 高 級 人 民 法

院 に 訴 え 、 イ ン テ ル に 権 利 侵 害 の 停 止 、 2 億

元 の 賠 償 及 び 訴 訟 費 用 の 負 担 を 求 め る と と

も に 、 法 院 に 販 売 禁 止 令 を 下 す よ う 要 請 し た 。

現 在 、 こ の 案 件 は ま だ 審 理 中 で あ る 。

イ ン テ ル は 係 争 特 許 に つ い て 、 中 国 及 び 米

国 で 複 数 回 の 無 効 審 判 を 請 求 し て い る 。

2 0 1 8 年 3 月 、 イ ン テ ル は 旧 国 家 知 的 財 産

権 局 特 許 復 審 委 員 会 に 係 争 特 許 に 対 す る

無 効 審 判 請 求 を 提 出 し 、 2 0 1 9 年 1 月 3 1 日 、

特 許 復 審 委 員 会 は イ ン テ ル の 請 求 を 却 下 し

て 係 争 特 許 権 の 有 効 性 を 維 持 し た 審 査 決 定

を 出 し た 。 2 0 2 0 年 7 月 、 イ ン テ ル は 再 び 復 審

・ 無 効 審 理 部 に 係 争 特 許 に 対 す る 無 効 審 判

請 求 を 提 出 し 、 こ の 無 効 審 判 請 求 案 件 は 既

に 口 頭 審 理 が 行 わ れ た 。

係 争 特 許 の 米 国 フ ァ ミ リ 特 許 に つ い て 、

2 0 1 8年 9月 と 2 0 1 9年 3月 、 イ ン テ ル は 前 後 2

回 に わ た っ て 米 国 特 許 商 標 庁 に 無 効 審 判 を

請 求 し た が 、 い ず れ も 棄 却 さ れ た 。 イ ン テ ル

は こ の 結 果 を 受 け 入 れ ず 、 2 0 1 9 年 4 月 と

2 0 1 9 年 1 1 月 に 、 米 国 特 許 商 標 庁 と そ の 判

例 意 見 グ ル ー プ (POP，Precedential Opinion Panel)

に そ れ ぞ れ 米 国 特 許 商 標 庁 の 審 査 決 定 を

疑 問 視 す る 再 審 査 請 求 と 請 願 書 を 提 出 し た 。

2 0 2 0年 1月 、 米 国 特 許 商 標 庁 は イ ン テ ル が

2 0 1 9 年 4 月 に 提 出 し た 復 審 請 求 を 却 下 し た 。

2 0 2 0 年 6 月 、 米 国 特 許 審 部 （ ( P T A B ) は イ ン

テ ル の 再 審 理 請 求 を 却 下 し た 。

今 回 イ ン テ ル が 提 起 し た 無 効 審 判 請 求 に

関 し て 、 米 国 特 許 商 標 庁 が 係 争 特 許 の 米 国

フ ァ ミ リ 特 許 に 対 し 下 し た 決 定 は あ る 程 度 参

考 に な る が 、 フ ァ ミ リ 特 許 で あ っ て も 、 異 な る

国 に お け る 権 利 付 与 範 囲 は 異 な る こ と が 多

く 、 主 な 審 理 機 関 も 異 な る か ら 、 中 米 に お け

る 無 効 審 判 請 求 の 結 果 が 必 ず し も 一 致 す る

と は 限 ら な い 。 中 国 に お け る 審 判 の 決 定 が

下 さ れ た 後 、 当 該 決 定 、 非 侵 害 抗 弁 の 勝 率

等 を 含 め 、 訴 訟 双 方 は い ず れ も 案 件 の 状 況

及 び 訴 訟 目 標 に つ い て 総 合 的 に 分 析 す る は

ず で あ り 、 双 方 が 和 解 す る 可 能 性 は ま だ 存

在 す る 。

で は 、 双 方 が ア メ リ カ で 訴 訟 を 起 こ す 可 能

性 に つ い て 考 え る 場 合 、 こ こ 数 年 、 特 許 訴

訟 の グ ロ ー バ ル 化 の 傾 向 が 顕 著 で あ り 、 イ

ン テ ル が 米 国 で 無 効 審 判 請 求 を 提 起 す る の

は こ の 点 も 考 慮 し た か ら で あ ろ う 。 米 国 の 訴

訟 は 潜 在 的 な 賠 償 金 が 高 い が 、 準 備 過 程 が

複 雑 で 費 用 が 比 較 的 に 高 い の で 、 米 国 で 訴

訟 を 起 こ す 前 に 特 許 権 者 は 長 所 と 短 所 を 真

剣 に 分 析 し て 、 慎 重 に 処 理 す る の が 一 般 的

で あ る 。

多 数 の 特 許 を 有 す る マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク

ス は 何 度 も 訴 訟 を 起 こ し て い る 。

FinFET分 野 に お い て 、 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ

ク ス は 特 許 に 係 る 実 力 が 比 較 的 に 際 立 っ て

い る 。 外 国 の 特 許 コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社

LexInnovaが2015年に行ったFinFET分 野 の 特 許 調

査 研 究 に よ る と 、 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 所

に よ る 特 許 出 願 件 数 が こ の 分 野 で 第 1 1 位 で
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あ る が 、 特 許 出 願 の 質 は 第 1位 と 評 価 さ れ て

い る 。 集 積 回 路 分 野 に お い て 、 マ イ ク ロ エ レ

ク ト ロ ニ ク ス 所 の 集 積 回 路 先 導 技 術 研 究 開

発 セ ン タ ー の 資 料 に よ る と 、 同 セ ン タ ー が 提

出 し た 国 内 外 の 発 明 特 許 出 願 は 合 計 1 4 7 5

件 （ 外 国 の 発 明 特 許 出 願 3 8 9件 を 含 む ） で あ

り 、 こ の う ち 権 利 化 さ れ た 発 明 特 許 は 9 3 2件

（ 外 国 の 権 利 付 与 さ れ た 発 明 特 許 3 3 3件 を

含 む ） で あ る 。 こ れ ら の 特 許 は 、 例 え ば FinFET

（Fin Field‐Effect Transistor）、HKMG(High‐K Metal 

Gate)、ソ ー ス ・ ド レ イ ン 技 術 等 の 集 積 回 路 製

造 技 術 の 主 要 技 術 分 野 を カ バ ー し て い る 。

集 積 回 路 分 野 に お い て 、 本 案 件 は マ イ ク ロ

エ レ ク ト ロ ニ ク ス が 初 め て 起 こ し た 特 許 訴 訟

で は な い 。

2 0 1 9 年 1 0 月 、 レ ノ ボ （ 北 京 ） 有 限 公 司 及

び 北 京 佳 運 匯 通 科 技 発 展 有 限 公 司 が イ ン テ

ル Core第 3 世 代 マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ を 利 用 し

て 製 造 及 び 販 売 し た 製 品 が そ の 特 許 権 を 侵

害 し た と し て 、 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 所 は

両 者 を 北 京 知 識 産 権 法 院 に 訴 え た 。

同 様 に 2 0 1 9 年 1 0 月 、 特 許 侵 害 を 疑 い 、 マ

イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 所 は イ ン テ ル 、 北 京

神 州 デ ジ タ ル 有 限 公 司 等 を 北 京 知 識 産 権 法

院 に 訴 え 、 被 告 に 侵 害 の 停 止 、 損 害 の 賠 償

及 び 侵 害 被 疑 製 品 の 販 売 の 禁 止 を 命 じ る よ

う 法 院 に 要 請 し た 。

情報出所:中国知的財産権資信網

全国人民代表大会常務委員
会による『中華人民共和国専
利法』(改正)に関する決定
（ 2 0 2 0 年 1 0 月 1 7 日 第 1 3 期 全 国 人 民 代 表 大

会 常 務 委 員 会 第 2 2 回 会 議 に て 採 択 ）

第 1 3 期 全 国 人 民 代 表 大 会 常 務 委 員 会 第

2 2 回 会 議 は 、 『 中 華 人 民 共 和 国 専 利 法 』 に

つ い て 次 の 通 り 改 正 す る こ と を 決 定 し た :

1 、 第 ２ 条 第 ４ 項 を 「 意 匠 と は 、 製 品 全 体 又

は 部 分 的 な 形 状 、 図 案 又 は そ の 結 合 及 び 色

彩 と 形 状 、 図 案 の 結 合 に 対 し て 行 わ れ 、 優

れ た 外 観 を 備 え 、 か つ 工 業 へ の 応 用 に 適 し

た 新 た な 設 計 を 指 す 。 」 に 改 正 す る 。

2 、 第 6 条 第 １ 項 を 「 所 属 単 位 の 職 務 を 遂 行

し て 、 又 は 主 に 所 属 単 位 の 物 質 ・ 技 術 条 件

を 利 用 し て 完 成 し た 発 明 創 造 は 職 務 発 明 創

造 と す る 。 職 務 発 明 創 造 の 専 利 出 願 の 権 利

は 当 該 単 位 に 帰 属 し 、 出 願 が 認 可 さ れ た 場

合 は 当 該 単 位 を 専 利 権 者 と す る 。 当 該 単 位

は 、 法 に よ り そ の 職 務 発 明 創 造 の 専 利 出 願

権 利 及 び 専 利 権 を 処 分 し 、 関 連 す る 発 明 創

造 の 実 施 及 び 運 用 を 促 進 す る こ と が で き

る 。 」

3 、 第 1 4 条 を 第 4 9 条 に 改 正 す る 。

4 、 第 1 6 条 を 第 1 5 条 に 改 正 し 、 第 2 項 と し て 、

「 国 は 専 利 権 を 付 与 さ れ た 単 位 が 財 産 権 奨

励 を 実 行 す る こ と を 励 ま し 、 株 式 所 有 権 、 オ

プ シ ョ ン 、 配 当 等 の 方 式 を 採 用 し て 、 発 明 者

又 は 創 作 者 が イ ノ ベ ー シ ョ ン 収 益 を 合 理 的

に 共 有 で き る よ う 奨 励 す る 」 を 追 加 す る 。

5 、 第 2 0 条 と し て 、 「 専 利 出 願 及 び 専 利 権 行

使 は 誠 実 信 用 の 原 則 を 守 ら な け れ ば な ら ず 、

専 利 権 を 濫 用 し て 公 共 の 利 益 又 は 他 人 の 合

法 的 な 権 益 を 損 な っ て は な ら な い 。

専 利 権 を 濫 用 し て 、 競 争 を 排 除 又 は 制 限 し 、

独 占 行 為 を 構 成 す る 場 合 に は 、 『 中 華 人 民

共 和 国 独 占 禁 止 法 』 に 基 づ い て 処 理 す る 。 」

を 追 加 す る 。

6 、 第 2 1 条 第 1 項 中 の 「 及 び そ の 専 利 復 審 委
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員 会 」 を 削 除 す る 。

第 2 項 を 「 国 務 院 専 利 行 政 部 門 は 、 専 利 情

報 公 共 サ ー ビ ス 体 系 の 構 築 を 強 化 し 、 完 全

且 つ 正 確 、 適 時 に 専 利 情 報 を 公 表 し 、 専 利

の 基 礎 デ ー タ を 提 供 し 、 専 利 公 報 を 定 期 的

に 出 版 し 、 専 利 情 報 の 伝 播 及 び 利 用 を 促 進

し な け れ ば な ら な い 。 」 に 改 正 す る 。

7 、 第 2 4 条 に 、 第 1 項 と し て 「 （ 1 ） 国 に 緊 急 事

態 又 は 非 常 事 態 が 発 生 し た と き 、 公 共 の 利

益 の た め に 初 め て 公 開 さ れ た 場 合 」 を 追 加

す る 。

8 、 第 2 5 条 第 1 項 第 5 号 を 「 （ 5 ） 原 子 核 変 換

方 法 及 び 原 子 核 変 換 方 法 を 用 い て 得 ら れ た

物 質 」 に 改 正 す る 。

9 、 第 2 9 条 第 2 項 を 「 出 願 人 が 発 明 又 は 実 用

新 案 を 中 国 で 初 め て 専 利 出 願 し た 日 か ら

1 2 ヶ 月 以 内 に 、 又 は 意 匠 を 中 国 で 初 め て 専

利 出 願 し た 日 か ら 6 ヶ 月 以 内 に 、 国 務 院 専 利

行 政 部 門 に 同 一 の 主 題 に つ い て 専 利 出 願 を

す る 場 合 、 優 先 権 を 受 け る こ と が で き る 。 」

に 改 正 す る 。

1 0 、 第 3 0 条 を 「 出 願 人 が 発 明 、 実 用 新 案 専

利 の 優 先 権 を 主 張 す る 場 合 、 出 願 時 に 書 面

で 声 明 を 提 出 し 、 か つ 最 初 に 出 願 を 提 出 し

た 日 か ら 1 6 ヶ 月 以 内 に 、 最 初 に 提 出 し た 専

利 出 願 書 類 の 副 本 を 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。

出 願 人 が 意 匠 専 利 の 優 先 権 を 主 張 す る 場

合 、 出 願 時 に 書 面 で 声 明 を 提 出 し 、 か つ 3 ヶ

月 以 内 に 最 初 に 提 出 し た 専 利 出 願 書 類 の 副

本 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

出 願 人 が 書 面 で 声 明 を 提 出 せ ず 、 又 は 期 限

が 過 ぎ て も 専 利 出 願 書 類 の 副 本 を 提 出 し な

か っ た 場 合 は 、 優 先 権 を 主 張 し な い も の と み

な す 。 」 に 改 正 す る 。

1 1 、 第 4 1 条 を 「 専 利 出 願 人 は 国 務 院 専 利 行

政 部 門 の 拒 絶 査 定 の 決 定 に 対 し て 不 服 が あ

る 場 合 、 通 知 を 受 領 し た 日 か ら 3 ヶ 月 以 内 に 、

国 務 院 専 利 行 政 部 門 に 復 審 を 請 求 す る こ と

が で き る 。 国 務 院 専 利 行 政 部 門 は 復 審 後 に

決 定 を 下 し 、 か つ 専 利 出 願 人 に 通 知 す る 。

専 利 出 願 人 は 、 国 務 院 専 利 行 政 部 門 の 復

審 決 定 に 不 服 が あ る 場 合 に は 、 通 知 を 受 領

し た 日 か ら 3 ヶ 月 以 内 に 人 民 法 院 に 訴 訟 を

提 起 す る こ と が で き る 。 」 に 改 正 す る 。

1 2 、 第 4 2 条 を 「 発 明 専 利 権 の 期 限 は 2 0 年 、

実 用 新 案 専 利 権 の 期 限 は 1 0 年 、 意 匠 専 利

権 の 期 間 は 1 5 年 と し 、 い ず れ も 出 願 日 か ら

起 算 す る 。

発 明 専 利 の 出 願 日 か ら 満 4 年 、 か つ 実 体 審

査 請 求 日 か ら 満 3 年 後 に 発 明 専 利 権 が 付 与

さ れ た 場 合 、 国 務 院 専 利 行 政 部 門 は 専 利 権

者 の 請 求 に 応 じ て 、 発 明 専 利 の 権 利 付 与 過

程 に お け る 不 合 理 な 遅 延 に つ い て 、 専 利 権

の 期 限 の 補 償 を 与 え る も の と す る 。 た だ し 、

出 願 人 に よ る 不 合 理 な 遅 延 は 除 外 と す る 。

新 薬 発 売 の た め の 審 査 評 定 ・ 審 査 認 可 に 掛

か っ た 時 間 を 補 償 す る た め に 、 中 国 で 発 売

許 可 を 取 得 し た 新 薬 関 連 発 明 専 利 に つ い て 、

国 務 院 専 利 行 政 部 門 は 専 利 権 者 の 請 求 に

応 じ て 専 利 権 の 期 限 補 償 を 与 え る も の と す

る 。 補 償 期 限 は 5 年 を 超 え ず 、 新 薬 の 発 売 認

可 後 の 有 効 専 利 権 期 間 は 合 計 1 4 年 を 超 え

な い も の と す る 。 」 に 改 正 す る 。

1 3 、 第 4 5 条 、 第 4 6 条 中 の 「 専 利 復 審 委 員

会 」 を 「 国 務 院 専 利 行 政 部 門 」 に 改 正 す る 。

1 4 、 第 6 章 の 章 名 を 「 専 利 実 施 の 特 別 許 諾 」

に 改 正 す る 。
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1 5 、 第 4 8 条 と し て 「 国 務 院 専 利 行 政 部 門 、

地 方 人 民 政 府 の 専 利 事 業 管 理 部 門 は 同 級

の 関 連 部 門 と 共 同 で 措 置 を 講 じ 、 専 利 の 公

共 サ ー ビ ス を 強 化 し 、 専 利 の 実 施 と 運 用 を

促 進 し な け れ ば な ら な い 。 」 を 追 加 す る 。

1 6 、 第 5 0 条 と し て 、 「 専 利 権 者 が 自 発 的 に

書 面 で 国 務 院 専 利 行 政 部 門 に 如 何 な る 単 位

又 は 個 人 に も そ の 専 利 の 実 施 を 許 諾 す る 意

思 が あ る と 声 明 し 、 か つ 許 諾 実 施 料 の 支 払

方 式 、 基 準 を 明 確 に し た 場 合 、 国 務 院 専 利

行 政 部 門 が 公 告 し 、 開 放 許 諾 を 実 行 す る 。

実 用 新 案 、 意 匠 専 利 に つ い て 開 放 許 諾 声 明

を 提 出 す る 場 合 、 専 利 権 評 価 報 告 書 を 提 供

し な け れ ば な ら な い 。

専 利 権 者 が 開 放 許 諾 声 明 を 取 り 下 げ る 場 合

に は 、 書 面 で 提 出 し 、 国 務 院 専 利 行 政 部 門

が 公 告 し な け れ ば な ら な い 。 開 放 許 諾 声 明

が 公 告 さ れ た 後 に 取 り 下 げ ら れ た 場 合 に は 、

先 に 付 与 さ れ た 開 放 許 諾 の 効 力 に 影 響 を 及

ぼ さ な い 。 」 を 追 加 す る 。

1 7 、 第 5 1 と し て 、 「 如 何 な る 単 位 又 は 個 人 が

開 放 許 諾 さ れ た 専 利 を 実 施 す る 意 思 が あ る

場 合 、 書 面 で 専 利 権 者 に 通 知 し 、 か つ 公 告

さ れ た 許 諾 使 用 料 の 支 払 方 式 、 基 準 に 従 っ

て 許 諾 使 用 料 を 支 払 う と 、 専 利 実 施 許 諾 を

取 得 し た も の と す る 。

開 放 許 諾 の 実 施 期 間 に お い て 、 専 利 権 者 の

納 付 す る 専 利 年 金 に 対 し て 相 応 の 減 免 を 与

え る 。

開 放 許 諾 を 実 行 す る 専 利 権 者 は 、 被 許 諾 者

と 許 諾 実 施 料 に つ い て 協 議 し た 後 に 普 通 許

諾 を 与 え る こ と が で き る が 、 た だ し 、 当 該 専

利 に つ い て 独 占 的 又 は 排 他 的 許 諾 を 与 え て

は な ら な い 。 」 を 追 加 す る 。

1 8 、 第 5 2 条 と し て 、 「 当 事 者 に 開 放 許 諾 の

実 施 に つ い て 紛 争 が 生 じ た 場 合 、 当 事 者 の

協 議 に よ り 解 決 し 、 協 議 を 望 ま な い 又 は 協

議 が 成 立 し な か っ た 場 合 、 国 務 院 専 利 行 政

部 門 に 調 停 を 請 求 す る か 、 又 は 人 民 法 院 に

訴 訟 を 提 起 す る こ と が で き る 。 」 を 追 加 す る 。

1 9 、 第 6 1 条 を 第 6 6 条 に 改 め 、 第 2 項 を 「 専

利 権 利 侵 害 を 巡 る 紛 争 が 実 用 新 案 専 利 又

は 意 匠 専 利 に 関 連 す る 場 合 、 人 民 法 院 又 は

専 利 業 管 理 部 門 は 専 利 権 者 又 は 利 害 関 係

者 に 対 し 、 専 利 権 利 侵 害 を 巡 る 紛 争 を 審 議 、

処 理 す る た め の 証 拠 と し て 、 国 務 院 専 利 行

政 部 門 が 関 連 の 実 用 新 案 又 は 意 匠 に つ い

て 検 索 、 分 析 及 び 評 価 を 行 っ た 後 に 作 成 し

た 専 利 権 評 価 報 告 を 提 出 す る よ う 要 求 す る

こ と が で き る 。 専 利 権 者 、 利 害 関 係 者 又 は

被 疑 侵 害 者 は 自 発 的 に 専 利 権 評 価 報 告 を

提 出 す る こ と も で き る 。 」 に 改 正 す る 。

2 0 、 第 6 3 条 を 第 6 8 条 に 改 め 、 「 専 利 を 詐 称

し た 場 合 、 法 に 基 づ き 民 事 責 任 を 負 う ほ か 、

専 利 法 執 行 担 当 部 門 が 是 正 を 命 じ 、 こ れ を

公 告 す る と と も に 、 違 法 所 得 を 没 収 し 、 違 法

所 得 の 5 倍 以 下 の 罰 金 を 併 科 す る こ と が で

き る 。 違 法 所 得 が な い 又 は 違 法 所 得 が 5 万

元 以 下 の 場 合 、 2 5 万 元 以 下 の 罰 金 を 科 す こ

と が で き る 。 犯 罪 を 構 成 す る 場 合 は 法 に 基

づ き 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。 」 に 改 正 す る 。

2 1 、 第 6 4 条 を 第 6 9 条 に 改 め 、 「 専 利 法 執 行

担 当 部 門 は 既 に 取 得 し た 証 拠 に 基 づ き 、 専

利 詐 称 被 疑 行 為 を 調 査 、 処 分 す る 際 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ る 権 限 を 有 す る :

（ 1 ） 関 係 当 事 者 に 尋 問 し 、 被 疑 違 法 行 為 に

関 連 す る 状 況 を 調 査 す る ；

（ 2 ） 当 事 者 の 被 疑 違 法 行 為 の 場 所 に 対 し て
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現 場 検 査 を 実 施 す る ；

( 3 ） 被 疑 違 法 行 為 に 関 連 す る 契 約 書 、 領 収

書 、 帳 簿 及 び そ の 他 の 関 連 資 料 を 閲 覧 、 複

製 す る ；

（ 4 ） 被 疑 違 法 行 為 に 関 連 す る 製 品 を 検 査 す

る ；

（ 5 ） 専 利 詐 称 製 品 で あ る こ と を 証 明 す る 証

拠 が あ る 場 合 、 封 印 又 は 押 収 す る こ と が で

き る 。

専 利 事 業 管 理 部 門 は 専 利 権 者 又 は 利 害 関

係 者 の 請 求 に 応 じ て 専 利 権 侵 害 紛 争 を 処 理

す る に あ た っ て 、 前 項 第 （ 1 ） 号 、 第 （ 2 ） 号 、

第 （ 4 ） 号 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ る こ と が で き る 。

専 利 法 執 行 担 当 部 門 、 専 利 事 業 管 理 部 門

が 法 に よ り 前 （ 2 ） 項 に 規 定 す る 職 権 を 行 使

す る 場 合 、 当 事 者 は 協 力 し な け れ ば な ら ず 、

拒 否 、 妨 害 し て は な ら な い 。 」 に 改 め る 。

2 2 、 第 7 0 条 と し て 、 「 国 務 院 専 利 行 政 部 門

は 専 利 権 者 又 は 利 害 関 係 者 の 請 求 に 応 じ て 、

全 国 的 に 重 大 な 影 響 を 有 す る 専 利 権 侵 害 紛

争 を 処 理 す る こ と が で き る 。

地 方 人 民 政 府 の 専 利 事 業 管 理 部 門 は 専 利

権 者 又 は 利 害 関 係 者 の 請 求 に 応 じ て 専 利 権

侵 害 紛 争 を 処 理 し 、 本 行 政 区 域 内 に お い て

同 一 の 専 利 権 を 侵 害 し た 事 件 に つ い て は 併

合 し て 処 理 す る こ と が で き る 。 地 域 を 跨 い で

同 一 の 専 利 権 を 侵 害 し た 事 件 に つ い て は 、

上 級 地 方 人 民 政 府 の 専 利 事 業 管 理 部 門 に

処 理 を 請 求 す る こ と が で き る 。 」 を 追 加 す る 。

2 3 、 第 6 5 条 を 第 7 1 条 に 改 め 、 「 専 利 権 侵 害

の 賠 償 金 額 は 、 権 利 者 が 権 利 侵 害 に よ っ て

被 っ た 実 際 の 損 失 又 は 権 利 侵 害 者 が 権 利

侵 害 に よ っ て 得 た 利 益 に よ っ て 確 定 す る こ と

が で き る 。 権 利 者 の 損 失 又 は 権 利 侵 害 者 が

得 た 利 益 を 確 定 す る こ と が 困 難 で あ る 場 合 、

当 該 専 利 の 使 用 許 諾 料 の 倍 数 に 応 じ て 合 理

的 に 確 定 す る 。 故 意 に 専 利 権 を 侵 害 し 、 情

状 が 深 刻 な 場 合 、 上 述 の 方 法 に よ り 確 定 し

た 金 額 の 1 倍 以 上 5 倍 以 下 で 賠 償 金 額 を 確

定 す る こ と が で き す 。

権 利 者 の 損 失 、 権 利 侵 害 者 の 得 た 利 益 、 専

利 使 用 許 諾 料 を 確 定 す る こ と が い ず れ も 困

難 で あ る 場 合 に は 、 人 民 法 院 は 専 利 権 の 種

類 、 権 利 侵 害 行 為 の 性 質 及 び 情 状 等 の 要

素 に 基 づ き 、 3 万 元 以 上 5 0 0 万 元 以 下 の 賠

償 を 認 定 す る こ と が で き る 。

賠 償 金 額 に は 、 権 利 者 が 権 利 侵 害 行 為 を 制

止 す る た め に 支 払 っ た 合 理 的 な 支 出 も 含 む

も の と す る 。

人 民 法 院 は 賠 償 金 額 を 確 定 す る た め に 、 権

利 者 が 挙 証 に 尽 力 し て お り 、 権 利 侵 害 行 為

に 関 連 す る 帳 簿 、 資 料 が 主 に 権 利 侵 害 者 に

よ っ て 把 握 さ れ て い る 場 合 に は 、 権 利 侵 害

者 に 権 利 侵 害 行 為 に 関 連 す る 帳 簿 、 資 料 の

提 供 を 命 じ る こ と が で き る 。 権 利 侵 害 者 が 帳

簿 、 資 料 を 提 供 せ ず 、 又 は 虚 偽 の 帳 簿 、 資

料 を 提 供 し た 場 合 に は 、 人 民 法 院 は 、 権 利

者 の 主 張 及 び 提 供 し た 証 拠 を 参 考 に し て 賠

償 金 額 を 判 定 す る こ と が で き る 。 」 に 改 正 す

る 。

2 4 、 第 6 6 条 を 第 7 2 条 に 改 め 、 「 専 利 権 者 又

は 利 害 関 係 者 が 、 他 人 が 権 利 侵 害 行 為 、 権

利 の 実 現 を 妨 害 す る 行 為 を 行 っ て い る 又 は

ま さ に 行 お う と し て い る こ と を 証 明 す る 証 拠

を 有 し て お り 、 即 座 に 制 止 し な け れ ば 、 そ の

合 法 的 権 益 が 補 填 不 能 な 損 害 を 被 る 恐 れ が

あ る 場 合 、 訴 訟 を 提 起 す る 前 に 法 に 依 り 人

民 法 院 に 財 産 の 保 全 、 一 定 の 行 為 を 命 じ る
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又 は 一 定 の 行 為 を 禁 止 す る 措 置 を 講 じ る よ

う 申 請 す る こ と が で き る 。 」 に 改 正 す る 。

2 5 、 第 6 7 条 を 第 7 3 条 に 改 め 、 「 専 利 権 侵 害

行 為 を 制 止 す る た め に 、 証 拠 が 消 滅 す る 可

能 性 が あ り 又 は 今 後 取 得 が 困 難 に な る 状 況

に お い て 、 専 利 権 者 又 は 利 害 関 係 者 は 起 訴

前 に 法 に 依 り 人 民 法 院 に 証 拠 の 保 全 を 要 請

す る こ と が で き る 。 」 に 改 正 す る 。

2 6 、 第 6 8 条 を 第 7 4 条 に 改 め 、 「 専 利 権 侵 害

の 訴 訟 時 効 は 3 年 と し 、 専 利 権 者 又 は 利 害

関 係 者 が 権 利 侵 害 行 為 及 び 権 利 侵 害 者 を

知 っ た 日 又 は 知 り 得 る 日 よ り 起 算 す る も の と

す る 。

「 発 明 専 利 の 出 願 公 開 か ら 専 利 権 付 与 ま

で の 間 に 当 該 発 明 を 使 用 し 、 且 つ 適 当 額 の

使 用 料 を 支 払 っ て い な い 場 合 、 専 利 権 者 が

使 用 料 の 支 払 い を 要 求 す る 訴 訟 時 効 は 3 年

と す る 。 専 利 権 者 は 他 者 が そ の 発 明 を 使 用

し て い る こ と を 知 っ た 日 又 は 知 り 得 る 日 よ り

起 算 す る 。 但 し 、 専 利 権 者 は 専 利 権 付 与 日

以 前 に 知 っ た 場 合 、 又 は 知 り 得 る 場 合 は 、

専 利 権 付 与 日 よ り 起 算 す る 。 」 に 改 正 す る 。

2 7 、 第 7 6 条 と し て 、 「 薬 品 の 発 売 審 査 評 定 ・

審 査 認 可 の 過 程 に お い て 、 薬 品 発 売 許 可 の

申 請 者 と 関 連 専 利 権 者 又 は 利 害 関 係 者 と が 、

登 録 を 申 請 し た 薬 品 に 関 連 す る 専 利 権 に つ

い て 紛 争 が 生 じ た 場 合 に は 、 関 連 当 事 者 は

人 民 法 院 に 提 訴 し 、 登 録 を 申 請 す る 薬 品 の

関 連 技 術 方 案 が 他 人 の 薬 品 専 利 権 の 保 護

範 囲 に 入 る か 否 か に つ い て 判 決 を 下 す よ う

請 求 す る こ と が で き る 。 国 務 院 薬 品 監 督 管

理 部 門 は 所 定 の 期 限 内 に 人 民 法 院 の 発 効

し た 裁 判 に 基 づ き 関 連 薬 品 の 発 売 許 可 を 一

時 停 止 す る か 否 か の 決 定 を 下 す こ と が で き

る 。

薬 品 発 売 許 可 の 申 請 者 と 関 連 す る 専 利 権 者

又 は 利 害 関 係 者 は 、 登 録 を 申 請 す る 薬 品 に

関 連 す る 専 利 権 紛 争 に つ い て 、 国 務 院 専 利

行 政 部 門 に 行 政 裁 決 を 請 求 す る こ と も で き

る 。

国 務 院 薬 品 監 督 管 理 部 門 は 国 務 院 専 利 行

政 部 門 と 共 同 で 薬 品 発 売 許 可 審 査 認 可 と 薬

品 発 売 許 可 申 請 段 階 の 専 利 権 紛 争 解 決 の

具 体 的 な 連 携 弁 法 を 制 定 し 、 国 務 院 に 報 告

し て 同 意 を 得 て か ら 実 施 す る 。 」 を 追 加 す る 。

2 8 、 第 7 2 条 を 削 除 す る 。

2 9 、 第 7 3 条 を 第 7 9 条 に 、 第 7 4 条 を 第 8 0 条

に 改 正 し 、 そ の う ち の 「 行 政 処 分 」 を 「 処 分 」

に 改 正 す る 。

本 決 定 は 2 0 2 1 年 6 月 1 日 を も っ て 施 行 す る 。

『 中 華 人 民 共 和 国 専 利 法 』 は 、 本 決 定 に 基

づ い て 相 応 の 改 正 を 行 い 、 条 文 の 順 序 に つ

い て 相 応 の 調 整 を 行 っ て 、 改 め て 公 布 す る 。
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『 著 作 権 法 』 改 正 草 案 に お
ける注目すべき問題

弁 理 士 張 錫 君

中 国 の 立 法 機 関 は 2 0 2 0 年 4 月 3 0 日 と 2 0 2 0

年 8 月 1 7 日 に そ れ ぞ れ 「 中 華 人 民 共 和 国 著

作 権 法 改 正 案 （ 草 案 ） 」 （ 以 下 、 「 草 案 一 審 稿 」

と い う ） と 「 中 華 人 民 共 和 国 著 作 権 法 改 正 案

（ 草 案 二 審 稿 ） 」 （ 以 下 、 「 草 案 二 審 稿 」 と い う ）

を 公 布 し た 。 上 記 二 つ の 『 改 正 案 』 審 議 草 案

稿 の ホ ッ ト イ シ ュ ー に つ い て 紹 介 す る 。

（ 一 ） 著 作 物 の 定 義 に つ い て

草 案 一 審 稿 に お け る 作 品 の 定 義 は 現 行 の

『 著 作 権 法 実 施 条 例 』 と 完 全 に 一 致 し て い る 。

一 方 、 草 案 二 審 稿 で は 、 作 品 の 定 義 を 「 作

品 と は 、 文 学 、 芸 術 及 び 科 学 等 の 分 野 に お

い て 独 創 性 を 有 し 、 か つ あ る 種 の 形 式 で 表

現 で き る 知 的 活 動 の 成 果 を 言 う 」 に 修 正 し た 。

ネ ッ ト ワ ー ク 技 術 の 急 速 な 発 展 に 伴 い 、 作

品 の 表 現 形 式 は す で に 伝 統 的 な 「 あ る 種 の

有 形 的 な 形 式 で の 複 製 」 を 突 破 し た 。 草 案

二 審 稿 で そ れ を 「 一 定 の 形 式 の 表 現 」 に 修

正 し た こ と は 、 「 あ る 種 の 有 形 的 な 形 式 で の

複 製 」 と い う 意 味 自 体 の 曖 昧 さ を 解 消 し た だ

け で な く 、 時 代 の 発 展 へ の 順 応 の 具 現 で も

あ る 。

草 案 二 審 稿 で は さ ら に 、 作 品 類 型 の 一 般

条 項 を 「 法 律 、 行 政 法 規 に 規 定 さ れ る そ の

他 の 作 品 」 か ら 「 作 品 の 特 徴 を 満 た す 他 の

知 的 活 動 の 成 果 」 に 修 正 し た 。 こ れ は 人 民

法 院 が 事 件 審 理 の 過 程 に お い て 具 体 的 な

状 況 に 合 わ せ て 新 た な 作 品 類 型 を 認 定 す る

こ と が で き る こ と を 意 味 す る 。 こ れ は 将 来 現

れ る 可 能 性 の あ る 新 し い 作 品 の 類 型 の た め

に 余 地 を 残 し 、 法 律 の 遅 延 性 の 問 題 を 解 決

す る た め で あ る が 、 も し 認 定 に 統 一 的 な 基

準 が 欠 け れ ば 、 作 品 の 類 型 の 不 確 定 と 作 品

の 範 囲 の 無 限 な 拡 大 を 招 く こ と に な る 。

二 、 権 利 濫 用 に つ い て

草 案 一 審 稿 の 第 4 条 に は 、 著 作 権 者 及 び

著 作 権 に 関 連 す る 権 利 者 が 著 作 権 又 は 著

作 権 に 関 連 す る 権 利 を 行 使 す る と き 、 「 権 利

を 濫 用 し て 作 品 の 正 常 な 伝 達 に 影 響 を 与 え

て は な ら な い 」 と の 条 項 、 第 5 0 条 に は 「 著 作

権 の 濫 用 に 対 し て 行 政 処 罰 を 行 う 」 と の 条

項 が 追 加 さ れ た が 、 草 案 二 審 稿 で は こ の 2

つ の 条 項 が 削 除 さ れ た 。
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現行
『著作
権法』

第3条 本法にいう作品には、次に掲げる形式で

創作される文学、芸術及び自然科学、社会科学、
工程技術等の作品が含まれる。

一、文字による作品
……
九、法律、行政法規に規定されるその他の作品

草案一
審稿

第3条 本法にいう作品とは、文学、芸術及び科

学分野内における独創性を有し、ある種の有形
的な形式で複製できる知的活動の成果を指し、
下記のものを含む。

一、文字による作品
……
九、法律、行政法規に規定されるその他の作品

草案二
審稿

第3条 本法にいう作品とは、文学、芸術及び科

学等の分野内において進歩性を有し、一定の形
式で表現できる知的成果物を指し、下記のもの
を含む。

一、文字による作品
……
九、作品の特徴を満たす他の知的成果物

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌



草 案 一 審 稿 が 公 布 さ れ た 後 、 そ の 中 に 新 た

に 追 加 さ れ た 権 利 濫 用 禁 止 条 項 が 広 く 注 目

さ れ た 。 大 多 数 の 専 門 家 、 学 者 は 「 権 利 濫 用

禁 止 」 条 項 の 設 計 が 不 合 理 で あ る と し て 、 削

除 を 提 案 し た 。 原 因 は ま ず 、 中 国 で は 著 作 権

者 が 著 作 権 を 濫 用 す る 状 況 が あ ま り 見 ら れ

な く 、 且 つ 現 行 の 著 作 権 法 で は 合 理 的 使 用 、

法 定 許 諾 、 強 制 許 諾 制 度 が い ず れ も 著 作 権

者 の 権 利 濫 用 の 可 能 性 を 制 限 し て い る か ら

で あ る 。 次 に 、 濫 用 行 為 の 判 断 は 難 易 度 が

高 く 、 統 一 的 な 基 準 が な く 、 実 践 に お い て 権

利 濫 用 禁 止 条 項 自 体 が 濫 用 さ れ る 可 能 性 が

あ り 、 か え っ て 著 作 権 者 の 正 常 な 権 利 行 使 を

阻 害 し が ち な た め で あ る 。

三 、 視 聴 覚 作 品 の 類 型 と 権 利 の 帰 属 に つ い
て
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現行
『著作
権法』

第3条
本法にいう作品には…。

（六）映画作品及び映画製作に類似する方法に
より創作された作品

第15条

映画作品及び映画の製作に類似する方法によ
り創作された作品の著作権は、映画の製作者が
享有する。但し、脚本、監督、撮影、作詞、作曲
などの著作者は、氏名表示権を享有し、且つ映
画製作者と締結した契約により報酬を受ける権
利を有する。

草案一
審稿

第3条

本法にいう作品には…

（六）視聴覚作品

第十五条

視聴覚作品の著作権は、製作を組織し、かつ責

任を負う視聴覚作品製作者が享有する。但し、

脚本、監督、撮影、作詞、作曲などの著作者は、

氏名表示権を享有し、且つ視聴覚作品製作者と

締結した契約により報酬を受ける権利を有する。

草 案 一 審 稿 に お い て 、 「 映 画 作 品 及 び 映 画

製 作 に 類 似 す る 方 法 に よ り 創 作 さ れ た 作 品 」

が 「 視 聴 覚 作 品 」 に 修 正 さ れ 、 そ の 著 作 権 は

製 作 を 組 織 し 、 か つ 責 任 を 負 う 視 聴 覚 作 品 製

作 者 が 享 有 す る 。 こ の 変 更 に よ り 、 多 く の シ ョ

ー ト ビ デ オ や ネ ッ ト ビ デ オ 製 作 者 は 、 自 分 の

作 品 が 映 画 と 同 じ 保 護 を 受 け る と 考 え て い た 。

一 方 、 草 案 二 審 稿 で は 、 「 視 聴 覚 作 品 」 を

「 映 画 作 品 、 テ レ ビ ド ラ マ 作 品 及 び そ の 他 の

視 聴 覚 作 品 」 に 修 正 し 、 権 利 帰 属 に 対 し 区 分

を 行 っ た 。

1 . 映 画 作 品 、 テ レ ビ ド ラ マ 作 品 の 著 作 権 は 、

製 作 を 組 織 し 、 か つ 責 任 を 負 う プ ロ デ ュ ー

サ ー が 享 有 す る 。

草案
二審
稿

第３条

本法にいう作品には、（六）が含まれる。

（六）映画作品、テレビドラマ作品及びその他の視

聴覚作品

第十七条

視聴覚作品における映画作品、テレビドラマ作品

の著作権は、製作を組織し、かつ責任を負うプロ

デューサーが享有する。但し、脚本、監督、撮影、

作詞、作曲などの著作者は、氏名表示権を享有し、

且つプロデューサーと締結した契約により報酬を

受ける権利を有する。

前項に規定された以外の視聴覚作品が共同作品
又は職務作品を構成した場合、著作権の帰属は本
法の関連規定により確定する。共同作品又は職務
作品を構成しない場合、著作権の帰属はプロ
デューサーと著作者が約定し、約定がない又は約
定が不明確な場合、著作権はプロデューサーが享
有する。ただし、著作者は氏名表示権及び報酬受
領権を享有する。プロデューサーが本項に規定さ
れた視聴覚作品を契約で約定した範囲又は業界
の慣例を超えて使用する場合、著作者の許諾を取
得しなければならない。



2 . そ の 他 の 視 聴 覚 作 品 は 、 共 同 作 品 又 は 職

務 作 品 で あ る か 否 か を 判 断 し 、 権 利 帰 属 を 確

定 し な け れ ば な ら な い 。

視 聴 覚 作 品 を 映 画 作 品 、 テ レ ビ ド ラ マ 作 品

及 び そ の 他 の 視 聴 覚 作 品 に 分 け 、 視 聴 覚 作

品 の 製 作 者 が 著 作 権 の 帰 属 を 確 定 す る 際 に 、

ま ず 自 分 の 作 品 が ど の 類 型 に 属 す る か を 確

定 す る こ と が 求 め ら れ る 。 し か し 、 現 在 の ビ デ

オ の 種 類 は 多 種 多 様 で あ り 、 例 え ば マ イ ク ロ

映 画 が 映 画 作 品 に 属 す る か 否 か 、 テ レ ビ ド

キ ュ メ ン タ リ ー 、 バ ラ エ テ ィ 番 組 は そ の 他 の 視

聴 覚 作 品 で あ る か 、 そ れ と も テ レ ビ ド ラ マ 作

品 に 帰 属 し て も 良 い か な ど 、 ど の よ う に 分 類

を 行 う か は 容 易 な こ と で は な い 。 し た が っ て 、

こ の 3 種 類 の 視 聴 覚 作 品 の 概 念 の 確 定 は 、

付 随 の 行 政 法 規 に よ っ て 明 確 に す る 必 要 が

あ り 、 さ も な け れ ば 法 律 適 用 の 困 難 を 招 く こ

と に な る 。

四、 共 同 作 品 に つ い て
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現 行 の 『 著 作 権 法 』 は 、 分 割 し て 使 用 で き る

共 同 作 品 の 著 作 権 を 行 使 方 法 の み に つ い て

規 定 し て お り 、 『 著 作 権 法 実 施 条 例 』 第 9 条 は 、

分 割 で き な い 共 同 作 品 の 著 作 権 の 行 使 方 法

に つ い て 明 確 に し て い る 。 『 著 作 権 法 』 改 正

草 案 は 実 施 条 例 の 規 定 を 踏 襲 し な が ら 、 い く

つ か の 変 更 を 加 え た 。 ま ず 、 「 分 割 し て 使 用

で き な い 」 と い う 前 提 条 件 を 削 除 し 、 す な わ ち 、

共 同 作 品 は 分 割 す る こ と が で き る か 否 か を 区

別 す る 必 要 が な く 、 い ず れ も 本 条 項 の 規 定 に

従 っ て 権 利 を 行 使 す べ き で あ る 。 次 に 、 共 同

作 品 の 譲 渡 制 限 に 加 え て 、 「 他 人 に 対 す る 専

用 利 用 の 許 諾 」 と 「 質 権 設 定 」 が 追 加 さ れ た 。

そ れ は 、 著 作 権 の 取 引 に お い て 、 譲 渡 以 外 に 、

他 人 に 対 す る 専 用 利 用 の 許 諾 及 び 質 権 設 定

は 同 様 に 権 利 者 の 権 利 に 重 大 な 影 響 を 与 え 、

確 か に 協 議 し て 合 意 す る 必 要 が あ り 、 い ず れ

の 当 事 者 も 単 独 で 行 使 す る こ と は で き な い か

ら で あ る 。

五 、 特 殊 な 職 務 作 品 に つ い て

草案
一審
稿及
び二
審稿

第13条/第１４条

二人以上のものが共同で創作した作品の著作権

は、共同著作者によって共有され、協議をして合意

の上で行使される。協議で合意できず、且つ正当

な理由がない場合は、いずれの当事者もその他の

当事者が譲渡、他人に対する専用利用の許諾、質

権設定以外の権利を行使することを妨げてはなら

ない。但し、利益はすべての共同著作者に分配し

なければならない。創作に参加していない者は、共

同創作者にはなれない。

共同作品を分割して使用することができる場合、著
作者は各自が創作した部分について単独で著作
権を享有することができるが、著作権を行使する際
に共同作品全体の著作権を侵害してはならない。

現行
『著作
権法』

第13条
二人以上のものが共同で創作した作品の著作
権は、共同著作者によって共有される。創作に
参加していない者は、共同創作者にはなれない。

共同作品を分割して使用することができる場合、
著作者は各自が創作した部分について単独で著
作権を享有することができるが、著作権を行使す
る際に共同作品全体の著作権を侵害してはなら
ない。

『著作
権法
実施
条例』

第9条

共同作品が分割して使用できない場合、その著

作権は各共同著作者が共に共有し、協議の合

意により行使する。協議で合意できず、且つ正当

な理由がない場合は、いずれの当事者が譲渡以

外のその他の権利を行使することを妨げてはな

らない。但し、利益はすべての共同著作者に分

配しなければならない。



『 著 作 権 法 』 改 正 草 案 の 一 審 稿 及 び 二 審 稿

は い ず れ も 、 新 聞 社 、 定 期 刊 行 物 社 、 通 信 社 、

放 送 局 、 テ レ ビ 局 の 職 員 が 創 作 し た 職 務 作

品 を 特 殊 職 務 作 品 と み な し て い る 。 す な わ ち 、

上 述 の 組 織 の 職 員 が 業 務 を 遂 行 す る た め に

創 作 し た 作 品 で あ れ ば 、 氏 名 表 示 権 以 外 の

そ の 他 の 著 作 権 は す べ て 組 織 に 帰 属 し 、 か

つ 主 に 法 人 又 は 非 法 人 組 織 の 物 質 的 ・ 技 術

的 条 件 を 利 用 し て 創 作 し た も の で あ る こ と を

要 件 と し て 求 め な い

六 、 賠 償 制 度 に つ い て

現 在 の 司 法 実 践 に お い て 、 著 作 権 の 権 利

者 を 含 む 多 く の 知 的 財 産 権 の 権 利 者 は 訴 訟

の 過 程 で 、 自 分 の 実 際 の 損 失 又 は 権 利 侵 害

者 の 不 法 所 得 を 証 明 す る た め の 十 分 な 証 拠

を 提 供 す る こ と が 困 難 で あ り 、 最 終 的 に 事 件

は 法 定 賠 償 の 方 法 で 賠 償 金 額 を 確 定 し て し

ま う こ と に な る 。 し か し 、 現 行 の 『 著 作 権 法 』

の 法 定 賠 償 額 の 上 限 は 5 0 万 元 に す ぎ な い 。

こ の よ う な 権 利 侵 害 コ ス ト が 低 く 、 権 利 保 護 コ

ス ト が 高 い 現 象 に よ り 、 多 く の 権 利 者 は 権 利

保 護 を 放 棄 せ ざ る を 得 ず 、 権 利 侵 害 に よ る 損

失 に 耐 え な け れ ば な ら な い 。

『 著 作 権 法 』 改 正 案 に は 、 「 権 利 人 の 実 際

の 損 失 ま た は 権 利 侵 害 人 の 不 法 所 得 の 算 出

が 困 難 で あ る 場 合 は 、 当 該 権 利 許 諾 使 用 料

の 倍 数 に 応 じ て 、 賠 償 金 額 を 確 定 す る こ と が

可 能 」 と い う 賠 償 金 額 の 確 定 方 法 が 追 加 さ れ

た 。 「 故 意 に 著 作 権 又 は 著 作 権 に 関 連 す る 権

利 を 侵 害 し 、 情 状 が 深 刻 な 場 合 に は 、 上 述 の

方 法 に よ り 確 定 し た 金 額 の 1 倍 以 上 5 倍 以 下

で 賠 償 を 行 う こ と が で き る 」 こ と を 追 加 し 、 懲

罰 的 賠 償 制 度 を 明 確 に し た 。 ま た 、 法 定 賠 償

限 度 額 を 5 0 万 元 か ら 5 0 0 万 元 に 引 き 上 げ 、 著

作権に対する保護を大きく強化し、権利侵害コストが低
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く 、 権 利 保 護 コ ス ト が 高 い と い う 問 題 の 解 決

に 役 立 つ 。

ま た 、 既 に 施 行 さ れ て い る 商 標 法 と 整 合 す

る た め に 、 「 立 証 が 難 し い 」 と い う 問 題 に 対 し

て 、 『 著 作 権 法 』 改 正 案 は 、 「 人 民 法 院 は 賠 償

金 額 を 確 定 す る た め に 、 権 利 者 が 既 に 必 要

な 立 証 責 任 を 果 た し た も の の 、 権 利 侵 害 行 為

に 関 連 す る 帳 簿 、 資 料 等 が 主 に 権 利 侵 害 者

に よ っ て 把 握 さ れ て い る 場 合 に は 、 権 利 侵 害

者 に 権 利 侵 害 行 為 に 関 連 す る 帳 簿 、 資 料 等

の 提 供 を 命 じ る こ と が で き る 。 権 利 侵 害 者 が

帳 簿 、 資 料 等 を 提 供 せ ず 、 又 は 虚 偽 の 帳 簿 、

資 料 等 を 提 供 し た 場 合 、 人 民 法 院 は 権 利 者

の 主 張 及 び 提 供 し た 証 拠 を 参 考 に 賠 償 金 額

を 確 定 す る こ と が で き る 」 と し 、 こ の 規 定 は 権

利 者 の 立 証 の 難 易 度 及 び コ ス ト を 低 減 し 、 権

利 者 の 合 法 的 権 益 を よ り よ く 保 護 す る こ と が

で き る 。
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と し て パ ナ ウ ェ ル に 入 社 し た 。 商 標 の 検 索 、 出 願 、 再

審 な ど の 業 務 に 豊 富 な 経 験 を 持 っ て い る 。



電 子 署 名 と は 、 デ ジ タ ル 文 書 に 電 子 形 式

で 含 ま れ 、 署 名 者 の 身 分 を 識 別 し 、 署 名 者

が そ の 内 容 を 承 認 し た こ と を 表 明 す る た め

に 添 付 さ れ た デ ー タ を 指 す 。 中 国 で は 2 0 0 4

年 に 公 布 、 2 0 1 9 年 4 月 に 改 正 さ れ た 「 電 子

署 名 法 」 に て 、 民 事 活 動 に お け る 文 書 の 電

子 署 名 の 使 用 行 為 を 規 範 化 し た 。

し か し 、 審 査 官 個 人 が 電 子 署 名 の 有 効 性

を 確 認 、 判 断 す る こ と が で き な い こ と が 多 い

の で 、 現 在 、 国 家 知 的 財 産 権 局 は 一 般 的 に

電 子 署 名 を 使 用 す る 文 書 を 受 け 入 れ な い 。

つ ま り 、 国 家 知 的 財 産 権 局 に 提 出 さ れ た

委 任 状 、 譲 渡 書 等 の 形 式 の 文 書 に つ い て は 、

当 事 者 が サ イ ン 又 は 押 印 に よ り 署 名 す る 必

要 が あ り 、 署 名 後 の 当 該 文 書 の 写 し を 国 家

知 的 財 産 権 局 に 提 出 す る こ と は 容 認 さ れ る 。

2 0 2 0 年 1 0 月 | 季 刊
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実務 動向

国家知的財産権局は電子署
名文書をどのように扱ってい
るか



弊所が国内業務部を設立

国 内 市 場 を さ ら に 開 拓 し 、 急 速 に 増 加 す る

国 内 顧 客 の 特 許 出 願 件 数 及 び 特 許 の 質 向

上 の ニ ー ズ を 満 た し 、 ま た 中 国 国 内 の 顧 客

に 特 許 出 願 の 発 掘 、 配 置 、 作 成 、 出 願 、 権

利 取 得 及 び そ の 後 の 法 的 保 護 等 の 全 方 位

的 な サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に 、 弊 所 は 既

存 の 組 織 構 成 を 基 に 、 パ ー ト ナ ー の 李 渤 先

生 が 先 頭 に 立 っ て 、 よ り 的 確 に 中 国 国 内 の

顧 客 に サ ー ビ ス を 提 供 で き る こ と を 趣 旨 と す

る 中 国 国 内 業 務 部 を 設 立 す る こ と に し た 。

李 渤 先 生 は 1 9 9 9 年 に 瀋 陽 薬 科 大 学 微 生

物 製 薬 専 攻 を 卒 業 し 、 工 学 学 士 学 位 を 取 得

し 、 2 0 0 2 年 に は 同 校 の 薬 物 化 学 専 攻 を 卒 業

し 、 理 学 修 士 学 位 を 取 得 し 、 さ ら に 2 0 1 0 年

に 中 国 政 法 大 学 民 商 法 専 攻 の 大 学 院 を 卒

業 し 、 法 学 修 士 学 位 を 取 得 し た 。 2 0 0 2 年 8

月 か ら 2 0 0 7 年 7 月 ま で 国 家 知 識 産 権 局 の 審

査 官 を 務 め 、 そ の う ち 2 0 0 5 年 9 月 か ら 2 0 0 6

年 1 0 月 ま で 北 京 第 一 中 級 人 民 法 院 知 的 財

2 0 2 0 年 1 0 月 | 季刊
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当社ニュース

産 権 法 廷 の 陪 審 員 を 兼 務 し て い た 。 2 0 0 7 年

8 月 か ら 弊 所 に パ ー ト ナ ー と し て 加 入 し た 。

李 渤 先 生 は 主 に 医 薬 、 生 物 、 化 学 、 化 学

工 業 及 び 材 料 分 野 の 特 許 出 願 書 類 の 作 成 、

審 査 意 見 の 応 答 、 拒 絶 査 定 不 服 審 判 、 無 効

審 判 、 行 政 訴 訟 、 権 利 侵 害 訴 訟 、 権 利 侵 害

分 析 、 特 許 戦 略 の 制 定 及 び コ ン サ ル テ ィ ン

グ 等 の 業 務 に 従 事 し て い る 。 豊 か な 特 許 審

査 経 験 を 有 し 、 多 く の 発 明 特 許 出 願 の 実 体

審 査 、 不 服 審 判 及 び 無 効 審 判 の 審 査 を 取 り

扱 い 、 陪 審 員 と し て 特 許 、 商 標 、 著 作 権 、 不

正 競 争 等 の 知 的 財 産 権 行 政 及 び 民 事 紛 争

事 件 の 審 理 に 参 加 し た こ と が あ る 。 特 許 弁

理 士 と し て の 業 務 期 間 中 に 、 国 内 外 の 特 許

出 願 の 代 理 業 務 を 担 当 し 、 特 許 無 効 審 判 、

行 政 訴 訟 案 件 及 び 侵 害 訴 訟 案 件 を 何 度 も 代

理 し 、 特 許 戦 略 の 制 定 及 び コ ン サ ル テ ィ ン グ

に お い て 豊 富 な 理 論 知 識 と 実 践 経 験 を 有 し

て い る 。
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